
暮
ら
し
の
お
知
ら
せ

Information

や
口
座
振
替（
普
通
徴
収
）で
納
付
し
て

い
た
人
に
7
月
15
日
付
け
で
平
成
23
年

度
の
保
険
料
額
決
定
通
知
書
を
発
送
し

ま
す
。

　

納
付
書
を
同
封
し
ま
す
の
で
、
納
期

内
に
金
融
機
関
や
郵
便
局
の
窓
口
で
納

付
し
て
く
だ
さ
い
。

　

前
年
に
、
年
金
か
ら
直
接
引
き
落
と

さ
れ
て
い
た
人
の
保
険
料
が
、
年
度
途

中
で
変
更
に
な
っ
た
場
合
は
、
普
通
徴

収
で
の
納
付
に
変
更
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

年
金
か
ら
引
き
落
と
す
特
別
徴
収
で

納
付
し
て
い
た
人
に
は
、
保
険
料
額
決

定
通
知
書
を
7
月
22
日
付
け
で
発
送
し

ま
す
。

特
別
徴
収
か
ら
口
座
振
替
へ
の
変
更

　

国
民
健
康
保
険
税
と
後
期
高
齢
者
医

療
保
険
料
は
、
申
し
出
に
よ
り
年
金
か

ら
引
き
落
と
す
特
別
徴
収
か
ら
口
座
振

替
に
よ
る
納
付
に
変
更
す
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。
こ
の
場
合
、
税
の
確
定
申
告

時
に
お
け
る
社
会
保
険
料
控
除
は
、
口

座
振
替
に
よ
り
納
付
さ
れ
た
人
に
適
用

　

国
民
健
康
保
険
税
や
後
期
高
齢
者
医

療
保
険
料
は
、
病
気
や
け
が
に
備
え
、

被
保
険
者
の
負
担
能
力
に
応
じ
て
お
金

を
出
し
合
い
、
医
療
費
な
ど
の
支
払
い

に
充
て
る
大
切
な
財
源
で
す
。

国
民
健
康
保
険
税

　

国
民
健
康
保
険
税
を
納
付
書
や
口
座

振
替（
普
通
徴
収
）で
納
付
し
て
い
た
世

帯
主
に
7
月
15
日
付
け
で
平
成
23
年
度

の
納
税
通
知
書
を
発
送
し
ま
す
。

　

同
封
の
納
付
書
は
、
金
融
機
関
や
郵

便
局
の
ほ
か
、
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト

ア
で
も
利
用
で
き
ま
す
。
平
成
23
年

度
か
ら
は
、
パ
ソ
コ
ン
や
携
帯
電
話
、

A
T
M
か
ら
支
払
う
「
ペ
イ
ジ
ー
」
に

よ
る
支
払
い
も
利
用
で
き
ま
す
の
で
、

納
期
内
の
納
税
に
ご
協
力
く
だ
さ
い
。

　

年
金
か
ら
引
き
落
と
す
特
別
徴
収
で

納
付
し
て
い
た
世
帯
主
に
は
、
税
額
決

定
通
知
書
を
7
月
22
日
付
け
で
発
送
し

ま
す
。

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料

　

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
を
納
付
書

さ
れ
ま
す
。

　

10
月
か
ら
の
年
金
の
引
き
落
と
し
を

停
止
し
、
口
座
振
替
で
の
納
付
を
希
望

す
る
人
は
7
月
29
日
㈮
ま
で
に
手
続
き

を
お
願
い
し
ま
す
。

※
く
わ
し
く
は
保
険
年
金
課（
国
民
健

康
保
険
・
☎
20
‐
1
5
2
6
、
後

期
高
齢
者
医
療
制
度
・
☎
20
‐
1 

5 

4 

7
）へ
。

労
災
・
職
業
病
な
ん
で
も
相
談
会

弁
護
士
や
専
門
家
が

お
答
え
し
ま
す

日
時
＝
7
月
30
日
㈯ 

午
後
1
時
〜
4

時
会
場
＝
中
央
公
民
館

※
相
談
料
は
無
料
で
す
。
参
加
を
希
望

す
る
人
は
当
日
直
接
会
場
へ
。
く
わ

し
く
は
千
葉
中
央
法
律
事
務
所（
☎

0
4
3
‐
2
2
5
‐
4
5
6
7
）へ
。

夏
の
交
通
安
全
運
動

気
を
引
き
締
め
ま
し
ょ
う

　

7
月
20
日
㈬
〜
31
日
㈰
、「
目
的

地
〝
早
く
着
く
〞
よ
り
〝
ぶ
じ
に
着

く
〞
」
を
ス
ロ
ー
ガ
ン
に
、
夏
の
交
通

安
全
運
動
が
行
わ
れ
ま
す
。
重
点
目
標

は
次
の
通
り
で
す
。

○
子
ど
も
と
高
齢
者
の
交
通
事
故
防
止

○
自
転
車
の
安
全
利
用
の
推
進

○
全
て
の
座
席
の
シ
ー
ト
ベ
ル
ト
と

チ
ャ
イ
ル
ド
シ
ー
ト
の
正
し
い
着
用

の
徹
底

○
飲
酒
運
転
の
根
絶
と
速
度
超
過
な
ど

悪
質
・
危
険
な
運
転
の
防
止

○
夜
間
の
交
通
事
故
防
止

※
く
わ
し
く
は
交
通
防
犯
課（
☎
20
‐

1
5
2
7
）へ
。

納
付
書
を
発
送
し
ま
す

国
保
税
・
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料

測定機器＝ミリオンテクノロジー社製RDS－30放射線サーベイメータ
測定方法＝地表から1mと0.5mと0.05mの高さで、5回ずつ測定
測定期日＝6月21日～22日（保育園・幼稚園など31カ所）
　　　　　6月15日～16日（小学校30校・中学校10校）

※ 調査の結果、文部科学省が子どもの屋外活動を制限する暫定的な目安と定める空間線
量率3.8マイクロシーベルト／時を下回っていますので、平常通り利用して差し支えないと
考えています。
　 各施設の測定場所ごとの測定値は、市のホームページ（http://www.city.narita.chiba.
jp/sisei/sosiki/koho/110311.html）に掲載しています。くわしくは環境対策課（☎20-
1532）へ。

市内の放射線量測定結果

測定時間中の最小値と最大値 単位：マイクロシーベルト／時

施　設　名
測定の高さ1m 測定の高さ0.5m 測定の高さ0.05m
最小 最大 最小 最大 最小 最大

保育園・幼稚園など 0.08 0.26 0.11 0.32 0.11 0.32
小学校 0.09 0.36 0.10 0.32 0.10 0.32
中学校 0.06 0.22 0.09 0.22 0.11 0.23
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市
の
公
共
下
水
道
は
、
汚
水
と
雨
水

を
分
け
て
処
理
す
る
分
流
方
式
で
整
備

さ
れ
て
い
ま
す
。
汚
水
管
に
大
量
の
雨

水
が
流
れ
込
む
と
ポ
ン
プ
場
の
排
水
能

力
を
超
え
、
道
路
上
の
マ
ン
ホ
ー
ル
か

ら
汚
水
が
噴
出
す
る
原
因
に
な
り
、
周

辺
に
被
害
を
も
た
ら
し
ま
す
の
で
、
汚

水
管
に
雨
水
を
絶
対
に
流
さ
な
い
で
く

だ
さ
い
。

※
く
わ
し
く
は
下
水
道
課（
☎
20
‐

1
5
5
3
）へ
。

成
田
市
産
農
産
物

放
射
性
物
質
検
査
を

実
施
し
て
い
ま
す

　

市
で
は
、
福
島
第
一
原
子
力
発
電
所

の
事
故
に
関
連
し
て
、
県
・
農
林
水
産

省
な
ど
の
協
力
を
得
な
が
ら
成
田
市
産

の
農
産
物
の
安
全
確
認
を
行
う
た
め
に

放
射
性
物
質
検
査
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

10
月
ま
で
に
検
査
を
予
定
し
て
い
る
農

産
物
＝
米
、
麦
、
落
花
生
、
茶
、
サ

ツ
マ
イ
モ
、
サ
ト
イ
モ
、
レ
ン
コ
ン
、

ク
リ
、
ト
マ
ト
、
キ
ュ
ウ
リ
、
ダ
イ

コ
ン
な
ど

　

結
果
は
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ（http: 

//w
w
w
.city.narita.chiba.jp

）や
広

報
な
り
た
で
公
表
し
ま
す
の
で
、
ご
理

解
と
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

※
く
わ
し
く
は
農
政
課（
☎
20
‐
1 

5  

4 

1
）へ
。農

業
用
水
路

子
ど
も
の
水
難
事
故
に
注
意

　

農
業
用
施
設
の
水
路
な
ど
は
、
危
険

な
場
所
も
あ
り
、
人
身
事
故
も
発
生
し

て
い
ま
す
。
特
に
、
休
日
や
夏
休
み
期

間
は
、
幼
児
、
児
童
の
水
難
事
故
が
起

き
や
す
く
危
険
で
す
。
水
路
や
水
門
、

揚
水
機
場
、
排
水
機
場
な
ど
の
近
く
で

は
、
子
ど
も
た
ち
を
遊
ば
せ
な
い
よ
う

に
注
意
し
て
く
だ
さ
い
。

※
く
わ
し
く
は
農
政
課（
☎
20
‐
1 

5  

4 

2
）へ
。介

護
保
険
料

国
庫
負
担
に
よ
り

軽
減
さ
れ
て
い
ま
す

　

平
成
21
年
度
に
、
介
護
従
事
者
の
処

遇
改
善
の
た
め
に
プ
ラ
ス
3
％
の
介
護

報
酬
改
定
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
こ
の
改

定
は
介
護
給
付
費
の
増
加
と
な
り
、
保

険
料
の
増
加
に
つ
な
が
り
ま
す
。
こ
の

た
め
、
報
酬
改
定
分
の
保
険
料
上
昇
を

軽
減
す
る
国
の
交
付
金
が
交
付
さ
れ
て

い
ま
す
。

　

平
成
21
年
度
は
保
険
料
上
昇
分
の
全

額
、
平
成
22
年
度
は
2
分
の
1
の
額
が

軽
減
さ
れ
、
市
で
は
、
合
わ
せ
て
約
3
、

4
0
0
万
円
の
交
付
を
受
け
、
3
年
間

の
保
険
料
基
準
額
を
45
円
引
き
下
げ
て

い
ま
す
。

　

介
護
従
事
者
の
安
定
的
な
確
保
と
介

護
サ
ー
ビ
ス
の
質
の
向
上
に
ご
理
解
と

ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

※
く
わ
し
く
は
介
護
保
険
課（
☎
20
‐

1
5
4
5
）へ
。

地
デ
ジ
相
談
会

疑
問
を
す
っ
き
り
解
消

期
日
と
会
場

○
8
月
1
日
㈪
…
下
総
支
所

○
8
月
4
日
㈭
・
5
日
㈮
・
11
日
㈭
・

12
日
㈮
・
14
日
㈰
・
15
日
㈪
・
25
日

㈭
・
26
日
㈮
…
市
役
所
1
階
ロ
ビ
ー

○
8
月
6
日
㈯
・
7
日
㈰
…
三
里
塚
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー

○
8
月
8
日
㈪
…
大
栄
支
所

○
8
月
18
日
㈭
〜
21
日
㈰
…
中
央
公
民

館
時
間
＝
午
前
10
時
〜
正
午
、
午
後
1
時

〜
4
時

※
く
わ
し
く
は
デ
ジ
サ
ポ
千
葉（
☎
0 

4 

3
‐
3
3
3
‐
7
1
0
0
）へ
。

保険料上昇のイメージ
（交付金の交付状況） （成田市の軽減状況）

改定による
増加分

自然増分を
含む保険料

21年度

国庫負担

22年度 23年度

本
来
の
保
険
料 改定による

増加分

自然増分を
含む保険料

21年度

国庫負担

22年度 23年度

本
来
の
保
険
料

改
定
増
分
の
半
分

公
共
下
水
道
の
使
用

分
流
方
式
で

整
備
さ
れ
て
い
ま
す

【6月16日～30日】

ママさん選手を激励（19日）

市長日誌

今月の 納 税

①固定資産税（第2期）
②国民健康保険税（第1期）
③後期高齢者医療保険料（第1期）
④介護保険料（第1期）

※ くわしくは①資産税課（☎20-1514）②③保険年金課（☎
20-1526）④介護保険課（☎20-1545）へ。

納期内の納付にご協力をお願いします

納期…7月16日㈯～8月1日㈪

18日 ソラからジェシカ完成記念上映会
成田空港騒音対策地域連絡協
議会総会

19日 PTAバレーボール大会開会式
成田ニュータウン防犯パトロール隊
総会

20日 建設水道常任委員会
経済環境常任委員会
観光みやげ商組合総会

21日 教育民生常任委員会
22日 地域防災特別委員会

「成田空港　空と大地の歴史館」  
開館記念式典
医療問題特別委員会

23日 空港対策特別委員会
成田商工会議所総会
三郡医師会航空機対策協議会
総会

24日 戦没者慰霊塔供養会
総務常任委員会

28日 自衛隊協力会総会
29日 空港周辺道路美化活動
30日 6月定例市議会閉会

11 広報なりた 2011.7.15　☎／市外局番の記載のないものは「0476」です
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公
募
要
項
配
付
場
所
＝
高
齢
者
福
祉

課（
市
役
所
議
会
棟
1
階
）（
高
齢
者

福
祉
課
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジhttp://w

 

w
w
.city.narita.chiba.jp/sisei/so 

siki/kofuku/index0000.htm
l

）か

ら
も
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す

※
く
わ
し
く
は
高
齢
者
福
祉
課（
☎

20
‐
1
5
3
7
）へ
。

東
日
本
大
震
災
で
被
災
し
た
人
へ

被
保
険
者
証
の
提
示
が

必
要
で
す

　

東
日
本
大
震
災
で
被
災
し
た
人
は
7

月
1
日
か
ら
、
医
療
機
関
な
ど
の
窓
口

で
被
保
険
者
証
の
提
示
が
必
要
に
な
り

ま
す
。

　

ま
た
、
窓
口
負
担
の
免
除
を
受
け
る

た
め
に
は
、
一
部
の
市
町
村
を
除
い
て
、

一
部
負
担
金
な
ど
の
免
除
証
明
書
の
提

示
が
必
要
で
す
。
被
保
険
者
証
や
免
除

証
明
書
の
交
付
を
ま
だ
受
け
て
い
な
い

人
は
、
早
め
に
加
入
の
医
療
保
険
に
相

談
し
て
く
だ
さ
い
。

　

窓
口
負
担
の
免
除
の
対
象
と
な
る
人

で
、
免
除
証
明
書
を
提
示
で
き
ず
窓
口

負
担
を
支
払
っ
た
人
は
、
申
請
す
る
こ

と
で
支
払
っ
た
窓
口
負
担
の
還
付
を
受

け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

※
く
わ
し
く
は
保
険
年
金
課（
☎
20
‐

1
5
4
7
）へ
。

中
小
企
業
円
滑
化
法

平
成
24
年
3
月
ま
で
延
長

さ
れ
ま
し
た

　

住
宅
ロ
ー
ン
の
あ
る
人
で
給
与
所
得

の
減
少
な
ど
に
よ
り
月
々
や
ボ
ー
ナ
ス

時
の
返
済
で
困
っ
た
り
、
中
小
企
業
の

事
業
主
で
売
り
上
げ
の
低
迷
な
ど
に
よ

り
資
金
繰
り
で
困
っ
た
り
し
た
と
き
に

は
、
貸
付
条
件
の
変
更
の
相
談
が
容
易

で
す
。

　

貸
付
条
件
の
変
更
に
は
、
返
済
猶

予
・
金
利
減
免
、
返
済
期
間
の
延
長
な

ど
債
務
の
弁
済
負
担
の
軽
減
を
行
う
な

ど
の
措
置
が
含
ま
れ
ま
す
。

　

今
後
の
新
規
融
資
に
つ
い
て
も
、
条

件
変
更
な
ど
の
履
歴
が
あ
る
こ
と
の
み

を
理
由
に
断
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

ま
ず
は
、
利
用
し
て
い
る
金
融
機
関

な
ど
に
相
談
し
て
く
だ
さ
い
。

※
く
わ
し
く
は
財
務
省
千
葉
財
務
事
務

所
理
財
課（
☎
0
4
3
‐
2
5
1
‐

7
2
1
4
）へ
。

国
際
成
人
力
調
査（
P
I
A
A
C
）

調
査
に
ご
協
力
を

　

国
際
成
人
力
調
査（
P
I
A
A
C
）は
、

成
人
が
日
常
生
活
や
職
場
で
必
要
と
さ

れ
る
技
能（
「
成
人
力
」）を
ど
の
程
度

持
っ
て
い
る
か
を
調
べ
る
国
際
比
較
調

査
で
す
。
対
象
者
が
無
作
為
で
抽
出
さ

れ
ま
す
の
で
、
選
ば
れ
た
人
は
、
ご
協

力
を
お
願
い
し
ま
す
。

実
施
期
間
＝
8
月
〜
平
成
24
年
1
月

対
象
＝
16
〜
65
歳
の
人

調
査
方
法
＝
対
象
者
の
希
望
に
応
じ
て

在
宅
ま
た
は
近
所
の
会
場
で
調
査
員

と
1
対
1
で
実
施

※
選
ば
れ
た
人
に
は
、
7
月
以
降
に
通

知
が
届
き
ま
す
。
く
わ
し
く
は
、
国

立
教
育
政
策
研
究
所（
☎
0 

3
‐
6  

7 

3 

3
‐
6
9
3
9
）へ
。

　

市
で
は
、
市
民
の
皆
さ
ん
の
意
見
を

市
政
に
反
映
さ
せ
る
た
め
、
市
の
行
政

改
革
の
推
進
に
必
要
な
助
言
な
ど
を
行

う
「
行
政
改
革
推
進
委
員
会
」
の
委
員

を
募
集
し
ま
す
。

応
募
資
格
＝
市
内
在
住
で
9
月
1
日
現

在
20
歳
以
上
75
歳
未
満
の
行
政
改
革

に
関
心
が
あ
る
人（
ほ
か
の
審
議
会

な
ど
の
委
員
に
委
嘱
さ
れ
て
い
る
人
、

議
員
、
市
の
常
勤
職
員
は
除
く
）

定
員
＝
1
人

任
期
＝
9
月
1
日
か
ら
2
年
間

開
催
回
数
＝
年
2
・
3
回（
平
日
）

報
酬
＝
市
の
条
例
で
定
め
る
額

選
考
方
法
＝
書
類
審
査（
女
性
の
市
政

へ
の
参
画
の
推
進
や
各
界
各
層
か
ら

の
委
員
の
選
任
に
配
慮
し
、
女
性
・

50
歳
未
満
の
人
を
優
先
。
選
考
結
果

は
応
募
者
全
員
に
書
面
で
通
知
）

応
募
方
法
＝
7
月
29
日
㈮（
必
着
）ま
で

に
「
公
募
委
員
応
募
申
込
書
」（
書
式

は
自
由
。
行
政
管
理
課
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ（http://w
w
w
.city.narita.chi 

ba.jp/sisei/sosiki/joho/index0 

000.htm
l

）か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
も
可

能
）に
、
住
所
・
氏
名
・
性
別
・
生

年
月
日
・
電
話
番
号
・
勤
務
先（
職

業
）ま
た
は
学
校
名
・
履
歴（
過
去
の

経
験
な
ど
）と
応
募
動
機（
4
0
0
字

程
度
）を
書
い
て
、
直
接
・
郵
送
・

F
A
X
・
E
メ
ー
ル
の
い
ず
れ
か
で

行
政
管
理
課（
市
役
所
4
階 

〒
2 

8  

6 

‐
8
5
8
5 

花
崎
町
7
6
0 

F 

A
X
24
‐
1 

6 

5
5 

E
メ
ー
ル gy 

osei@
city.narita.chiba.jp

）へ

※
く
わ
し
く
は
同
課（
☎
20
‐
1 

5 

0  

1
）へ
。

地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

受
託
法
人
を
募
集
し
ま
す

　

市
で
は
、
高
齢
者
の
総
合
相
談
・
権

利
擁
護
・
介
護
予
防
の
業
務
な
ど
を
行

う
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
の
運
営
を
、

平
成
24
年
1
月
1
日
か
ら
受
託
す
る
法

人
を
次
の
通
り
募
集
し
ま
す
。

公
募
要
項
配
布
期
間
＝
7
月
20
日
㈬
ま

で

行
政
改
革
推
進
委
員
会
委
員

皆
さ
ん
の
意
見
を

市
政
に
反
映
さ
せ
ま
せ
ん
か

教
育
委
員
に
小
川
新
太
郎
氏
が
就
任

　

6
月
の
定
例
市
議
会
で
、
前
教
育

委
員
荒
井
清
氏
の
後
任
と
し
て
、
小

川
新
太
郎
氏
を
教
育
委
員
に
任
命
す

る
こ
と
に
同
意
を
得
、
6
月
18
日
付

け
で
教
育
委
員
に
就
任
し
ま
し
た
。

　

小
川
氏
は
、
中
台
中
学
校
校
長
、

西
中
学
校
校
長
な
ど
を
歴
任
し
て
い

ま
す
。
同
氏
の
教
育
行
政
で
の
活
躍

が
期
待
さ
れ
ま
す
。

小川新太郎氏
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